
議第 101 号 

下呂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

下呂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

令和４年 11 月 30 日提出 

下呂市長  山 内  登 

  提 案 理 由

令和５年４月から、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63 号）が施

行され、地方公務員の定年が現行の 60 歳から段階的に 65 歳まで引き上げられることに

伴い、当該条例の一部を改正するもの。



下呂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

下呂市職員の給与に関する条例（平成16年下呂市条例第48号）の一部を次のように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） （再任用職員の給料月額） 

第６条 法第22条の４第３項に規定する定年前

再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）の給料月額は、

当該定年前再任用短時間勤務職員に適用され

る給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄

に掲げる基準給料月額のうち、前条第２項の

規定により当該定年前再任用短時間勤務職員

の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条

例第２条第３項の規定により定められた当該

定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同

条第１項に規定する勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額とする。 

第６条 法第28条の４第１項、第28条の５第１

項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）の給料月額は、その者に適用され

る給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額

のうち、その者の属する職務の級に応じた額

（育児短時間勤務の承認を受けた場合（育児

休業法第17条の規定による短時間勤務をする

こととなった場合を含む。）にあっては、当

該額に、勤務時間条例第２条第３項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額）とする。 

２ 法第28条の５第１項又は第28条の６第２項

に規定する短時間勤務の職を占める職員（以

下「再任用短時間勤務職員」という。）の給

料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の

規定による給料月額に、勤務時間条例第２条

第３項の規定により定められたその者の勤務

時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し

て得た数を乗じて得た額とする。 

（通勤手当） （通勤手当） 

第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給す

る。 

第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給す

る。 

(１) 通勤のため交通機関又は有料の道路

（以下この項から第３項まで「交通機関等」

(１) 通勤のため交通機関又は有料の道路

（以下「交通機関等」という。）を利用し



改  正  後 改  正  前 

という。）を利用してその運賃又は料金（以

下この項から第３項まで「運賃等」という。）

を負担することを常例とする職員（交通機

関等を利用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であって、交

通機関等を利用しないで徒歩により通勤す

るものとした場合の通勤距離が片道２キロ

メートル未満である者及び第３号に掲げる

職員を除く。） 

てその運賃又は料金（以下「運賃等」とい

う。）を負担することを常例とする職員（交

通機関等を利用しなければ通勤することが

著しく困難である職員以外の職員であっ

て、交通機関等を利用しないで徒歩により

通勤するものとした場合の通勤距離が片道

２キロメートル未満である者及び第３号に

掲げる職員を除く。） 

(２) 通勤のため自動車その他の交通の用具

で規則で定めるもの（以下この条において

「自動車等」という。）を使用することを

常例とする職員（自動車等を使用しなけれ

ば通勤することが著しく困難である職員以

外の職員であって自動車等を使用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤

距離が片道２キロメートル未満であるもの

及び次号に掲げる職員を除く。） 

(２) 通勤のため自動車その他の交通の用具

で規則で定めるもの（以下「自動車等」と

いう。）を使用することを常例とする職員

（自動車等を使用しなければ通勤すること

が著しく困難である職員以外の職員であっ

て自動車等を使用しないで徒歩により通勤

するものとした場合の通勤距離が片道２キ

ロメートル未満であるもの及び次号に掲げ

る職員を除く。） 

(３) （略） (３) （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。 

(１) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期

間につき、規則で定めるところにより算出

した当該職員の支給単位期間の通勤に要す

る運賃等の額に相当する額（以下この号及

び次項において「運賃等相当額」という。）。

ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月

数で除して得た月額（以下この号及び第３

号において「１か月当たりの運賃等相当額」

という。）が55,000円を超えるときは、支

給単位期間につき、55,000円に支給単位期

(１) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期

間につき、規則で定めるところにより算出

したその者の支給単位期間の通勤に要する

運賃等の額に相当する額（以下「運賃等相

当額」という。）。ただし、運賃等相当額

を支給単位期間の月数で除して得た月額

（以下「１か月当たりの運賃等相当額」と

いう。）が55,000円を超えるときは、支給

単位期間につき、55,000円に支給単位期間

の月数を乗じて得た額（その者が２以上の



改  正  後 改  正  前 

間の月数を乗じて得た額（当該職員が２以

上の交通機関等を利用するものとして当該

運賃等の額を算出する場合において、１か

月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000

円を超えるときは、当該職員の通勤手当に

係る支給単位期間のうちもっとも長い支給

単位期間につき、55,000円に当該支給単位

期間の月数を乗じて得た額） 

交通機関等を利用するものとして当該運賃

等の額を算出する場合において、１か月当

たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を

超えるときは、その者の通勤手当に係る支

給単位期間のうちもっとも長い支給単位期

間につき、55,000円に当該支給単位期間の

月数を乗じて得た額） 

(２) 前項第２号に掲げる職員 次の表の左

欄に掲げる自動車等の使用距離の区分に応

じ、支給単位期間につき、同表の右欄に掲

げる額（定年前再任用短時間勤務職員、育

児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務

職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回

数を考慮して規則で定める職員にあって

は、その額から、その額に規則で定める割

合を乗じて得た額を減じた額） 

(２) 前項第２号に掲げる職員 次の表の左

欄に掲げる自動車等の使用距離の区分に応

じ、支給単位期間につき、同表の右欄に掲

げる額（再任用短時間勤務職員、育児短時

間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の

うち、支給単位期間当たりの通勤回数を考

慮して規則で定める職員にあっては、その

額から、その額に規則で定める割合を乗じ

て得た額を減じた額） 

（略） （略） 

(３) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等

を利用せず、かつ、自動車等を使用しない

で徒歩により通勤するものとした場合の通

勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等

の使用距離等の事情を考慮して、規則で定

める区分に応じ、前２号に定める額（１か

月当たりの運賃等相当額及び前号に定める

額の合計額が55,000円を超えるときは、当

該職員の通勤手当に係る支給単位期間のう

ち最も長い支給単位期間につき、55,000円

に当該支給単位期間の月数を乗じて得た

額）、第１号に掲げる額又は前号に掲げる

額 

(３) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等

を利用せず、かつ、自動車等を使用しない

で徒歩により通勤するものとした場合の通

勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等

の使用距離等の事情を考慮して、規則で定

める区分に応じ、前２号に定める額（１か

月当たりの運賃等相当額及び前号に定める

額の合計額が55,000円を超えるときは、そ

の者の通勤手当に係る支給単位期間のうち

最も長い支給単位期間につき、55,000円に

当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）、

第１号に掲げる額又は前号に掲げる額 



改  正  後 改  正  前 

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移

転に伴い、所在する地域を異にする公署に勤

務することとなったことにより、通勤の実情

に変更を生ずることとなった職員で規則で定

めるもののうち、第１項第１号又は第３号に

掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直

前の住居（当該住居に相当するものとして規

則で定める住居を含む。）からの通勤のため、

新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国

道その他の交通機関等（第１号及び次項にお

いて「新幹線鉄道等」という。）でその利用

が規則で定める基準に照らして通勤事情の改

善に相当程度資するものであると認められる

ものを利用し、その利用に係る特別料金等（そ

の利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の

算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じ

た額をいう。以下同じ。）を負担することを

常例とするものの通勤手当の月額は、前項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手

当の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移

転に伴い、所在する地域を異にする公署に勤

務することとなったことにより、通勤の実情

に変更を生ずることとなった職員で規則で定

めるもののうち、第１項第１号又は第３号に

掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直

前の住居（当該住居に相当するものとして規

則で定める住居を含む。）からの通勤のため、

新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国

道その他の交通機関等（以下「新幹線鉄道等」

という。）でその利用が規則で定める基準に

照らして通勤事情の改善に相当程度資するも

のであると認められるものを利用し、その利

用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等

の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運

賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同

じ。）を負担することを常例とするものの通

勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当

該各号に掲げる額とする。 

(１) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単

位期間につき、規則で定めるところにより

算出した当該職員の支給単位期間の通勤に

要する特別料金等の額の２分の１に相当す

る額。ただし、当該額を支給単位期間の月

数で除して得た額が20,000円を超えるとき

は、支給単位期間につき、20,000円に支給

単位期間の月数を乗じて得た額 

(１) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単

位期間につき、規則で定めるところにより

算出したその者の支給単位期間の通勤に要

する特別料金等の額の２分の１に相当する

額。ただし、当該額を支給単位期間の月数

で除して得た額（以下「１か月当たりの特

別料金等２分の１相当額」という。）が

20,000円を超えるときは、支給単位期間に

つき、20,000円に支給単位期間の月数を乗

じて得た額 

(２) （略） (２) （略） 



改  正  後 改  正  前 

４ 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国

家公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他そ

の業務が国、県若しくは市の事務若しくは事

業と密接な関連を有する法人のうち規則で定

めるものに使用される者（公益的法人等への

下呂市職員の派遣等に関する条例（平成16年

下呂市条例第38号。第25条において「公益的

法人等派遣条例」という。）第９条に規定す

る特定法人に退職派遣された者を含む。第16

条の２において「職員以外の地方公務員等」

という。）であった者から引き続き給料表の

適用を受ける職員となった者のうち、第１項

第１号又は第３号に掲げる職員で、当該適用

の直前の住居（当該住居に相当するものとし

て規則で定める住居を含む。）からの通勤の

ため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定め

る基準に照らして通勤事情の改善に相当程度

資するものであると認められるものを利用

し、その利用に係る特別料金等を負担するこ

とを常例とするもの（任用の事情等を考慮し

て規則で定める職員に限る。）その他前項の

規定による通勤手当を支給される職員との権

衡上必要があると認められるものとして規則

で定める職員の通勤手当の月額の算出につい

て準用する。 

４ 前項の規定は、職員以外の地方公務員、国

家公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他そ

の業務が国、県若しくは市の事務若しくは事

業と密接な関連を有する法人のうち規則で定

めるものに使用される者（公益的法人等への

下呂市職員の派遣等に関する条例（平成16年

下呂市条例第38号。以下「公益的法人等派遣

条例」という。）第９条に規定する特定法人

に退職派遣された者を含む。以下「職員以外

の地方公務員等」という。）であった者から

引き続き給料表の適用を受ける職員となった

者のうち、第１項第１号又は第３号に掲げる

職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に

相当するものとして規則で定める住居を含

む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等でそ

の利用が規則で定める基準に照らして通勤事

情の改善に相当程度資するものであると認め

られるものを利用し、その利用に係る特別料

金等を負担することを常例とするもの（任用

の事情等を考慮して規則で定める職員に限

る。）その他前項の規定による通勤手当を支

給される職員との権衡上必要があると認めら

れるものとして規則で定める職員の通勤手当

の月額の算出について準用する。 

５～８ （略） ５～８ （略） 

（時間外勤務手当） （時間外勤務手当） 

第19条 正規の勤務時間外に勤務することを命

ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務

した全時間に対して、勤務１時間につき、第

第19条 正規の勤務時間外に勤務することを命

ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務

した全時間に対して、勤務１時間につき、第



改  正  後 改  正  前 

22条に規定する勤務１時間当たりの給与額に

正規の勤務時間外でした次に掲げる勤務の区

分に応じてそれぞれ100分の125から100分の

150までの範囲内で規則で定める割合（その勤

務が午後10時から翌日の午前５時までの間で

ある場合にはその割合に100分の25を加算し

た割合）を乗じて得た額（育児短時間勤務職

員等及び任期付短時間勤務職員が、第１号に

掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたも

ののうち、その勤務の時間とその勤務をした

日における正規の勤務時間との合計が７時間

45分に達するまでの間の勤務にあっては、同

条に規定する勤務１時間当たりの給与額に

100分の100（その勤務が午後10時から翌日の

午前５時までの間である場合には、100分の

125）を乗じて得た額）を時間外勤務手当とし

て支給する。 

22条に規定する勤務１時間当たりの給与額に

正規の勤務時間外でした次に掲げる勤務の区

分に応じてそれぞれ100分の125から100分の

150までの範囲内で規則で定める割合（その勤

務が午後10時から翌日の午前５時までの間で

ある場合はその割合に100分の25を加算した

割合）を乗じて得た額（育児短時間勤務職員

等及び任期付短時間勤務職員が、第１号に掲

げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもの

のうち、その勤務の時間とその勤務をした日

における正規の勤務時間との合計が７時間45

分に達するまでの間の勤務にあっては、同条

に規定する勤務１時間当たりの給与額に100

分の100（その勤務が午後10時から翌日の午前

５時までの間である場合は、100分の125）を

乗じて得た額）を時間外勤務手当として支給

する。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

２ 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短

時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振ら

れた日において、正規の勤務時間外にした勤

務のうち、その勤務の時間とその勤務をした

日における正規の勤務時間との合計が７時間

45分に達するまでの間の勤務に対する第１項

の規定の適用については、同項中「正規の勤

務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じ

てそれぞれ100分の125から100分の150までの

範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100

分の100」とする。 

２ 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤

務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日

において、正規の勤務時間外にした勤務のう

ち、その勤務の時間とその勤務をした日にお

ける正規の勤務時間との合計が７時間45分に

達するまでの間の勤務に対する第１項の規定

の適用については、同項中「正規の勤務時間

外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれ

ぞれ100分の125から100分の150までの範囲内

で規則で定める割合」とあるのは「100分の

100」とする。 

３ （略） ３ （略） 

４ 正規の勤務時間を越えて勤務することを命 ４ 正規の勤務時間を越えて勤務することを命
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ぜられ、正規の勤務時間を越えてした勤務（勤

務時間条例第３条第１項、第４条及び第５条

の規定に基づく週休日における勤務のうち市

の規則で定めるものを除く。）の時間が１か

月について60時間を越えた職員には、その60

時間を越えて勤務した全時間に対して、第１

項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、

第22条に規定する勤務１時間当たりの給与額

に100分の150（その勤務が午後10時から翌日

の午前５時までの間である場合には、100分の

175）を乗じて得た額を時間外勤務手当として

支給する。 

ぜられ、正規の勤務時間を越えてした勤務（勤

務時間条例第３条第１項、第４条及び第５条

の規定に基づく週休日における勤務のうち市

の規則で定めるものを除く。）の時間が１か

月について60時間を越えた職員には、その60

時間を越えて勤務した全時間に対して、第１

項（第２項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定にかかわらず、勤務１

時間につき、第22条に規定する勤務１時間当

たりの給与額に100分の150（その勤務が午後

10時から翌日の午前５時までの間である場合

は、100分の175）を乗じて得た額を時間外勤

務手当として支給する。 

５ 勤務時間条例第８条の４第１項に規定する

時間外勤務代休時間を指定された場合におい

て、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務し

なかったときは、前項に規定する60時間を越

えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代

休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の

支給に係る時間に対しては、当該時間１時間

につき、第22条に規定する勤務１時間当たり

の給与額に100分の150（その時間が午後10時

から翌日の午前５時までの間である場合に

は、100分の175）から第１項に規定する市の

規則で定める割合（その時間が午後10時から

翌日の午前５時までの間である場合は、その

割合に100分の25を加算した割合）を減じた割

合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給す

ることを要しない。ただし、当該時間が第１

項に規定する育児短時間勤務職員等が第１項

第１号に掲げる勤務で正規の勤務時間を越え

５ 勤務時間条例第８条の４第１項に規定する

時間外勤務代休時間を指定された場合におい

て、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務し

なかったときは、前項に規定する60時間を越

えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代

休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の

支給に係る時間に対しては、当該時間１時間

につき、第22条に規定する勤務１時間当たり

の給与額に100分の150（その時間が午後10時

から翌日の午前５時までの間である場合は、

100分の175）から第１項に規定する市の規則

で定める割合（その時間が午後10時から翌日

の午前５時までの間である場合は、その割合

に100分の25を加算した割合）を減じた割合を

乗じて得た額の時間外勤務手当を支給するこ

とを要しない。ただし、当該時間が第１項に

規定する育児短時間勤務職員等が第１項第１

号に掲げる勤務で正規の勤務時間を越えてし
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てしたもののうち、その勤務の時間とその勤

務をした日における正規の勤務時間との合計

が７時間45分に達するまでの間の勤務に係る

時間である場合にあっては、第22条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額に100分の150

（その時間が午後10時から翌日の午前５時ま

での間である場合には、100分の175）から100

分の100（その時間が午後10時から翌日の午前

５時までの間である場合には、100分の125）

を減じた割合を乗じて得た額とする。 

たもののうち、その勤務の時間とその勤務を

した日における正規の勤務時間との合計が７

時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間

である場合にあっては、第22条に規定する勤

務１時間当たりの給与額に100分の150（その

時間が午後10時から翌日の午前５時までの間

である場合は、100分の175）から100分の100

（その時間が午後10時から翌日の午前５時ま

での間である場合は、100分の125）を減じた

割合を乗じて得た額とする。 

６ （略） ６ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第23条の４ （略） 第23条の４ （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

120（行政職給料表(１)の適用を受ける職員で

その職務の級が６級以上であるもの並びに同

表以外の各給料表の適用を受ける職員でその

職務の複雑、困難及び責任の度合等がこれに

相当するもの（これらの職員のうち、規則で

定める職員に限る。第23条の７第２項におい

て「特定管理職員」という。）にあっては100

分の100）を乗じて得た額に、基準日以前６か

月以内の期間における当該職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の

120（行政職給料表(１)の適用を受ける職員で

その職務の級が６級以上であるもの並びに同

表以外の各給料表の適用を受ける職員でその

職務の複雑、困難及び責任の度合等がこれに

相当するもの（これらの職員のうち、規則で

定める職員に限る。第23条の７第２項におい

て「特定管理職員」という。）にあっては100

分の100）を乗じて得た額に、基準日以前６か

月以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項

の規定の適用については、同項中「100分の

120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分

の100」とあるのは「100分の57.5」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の120」とあるのは「100

分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100

分の57.5」とする。 
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４・５ （略） ４・５ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第23条の７ 勤勉手当は、６月１日及び12月１

日（以下この項から第３項までにおいて、こ

れらの日を「基準日」という。）にそれぞれ

在職する職員に対し、基準日以前６か月以内

の期間における当該職員の勤務成績に応じ

て、それぞれ基準日の属する月の規則で定め

る日に支給する。これらの基準日前１か月以

内に退職し、又は死亡した職員（規則で定め

る職員を除く。）についても、同様とする。 

第23条の７ 勤勉手当は、６月１日及び12月１

日（以下この条において、これらの日を「基

準日」という。）にそれぞれ在職する職員に

対し、基準日以前６か月以内の期間における

その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日

の属する月の規則で定める日に支給する。こ

れらの基準日前１か月以内に退職し、又は死

亡した職員（規則で定める職員を除く。）に

ついても、同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が規則で定める基準に従って定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、

任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者

に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごと

の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超

えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が規則で定める基準に従って定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、

任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者

に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごと

の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超

えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当

基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現

在（退職し、又は死亡した職員にあっては、

退職し、又は死亡した日現在。次項におい

て同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額を加算した額に100分の100（特定管理

職員にあっては、100分の120）を乗じて得

た額の総額 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員

がそれぞれその基準日現在（退職し、又は

死亡した職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。）にお

いて受けるべき扶養手当の月額を加算した

額に100分の100（特定管理職員にあっては、

100分の120）を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職

員の勤勉手当基礎額に100分の47.5（特定管

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再

任用職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5

（特定管理職員にあっては、100分の57.5）
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理職員にあっては、100分の57.5）を乗じて

得た額の総額 

を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（特定の職員についての適用除外） （特定の職員についての適用除外） 

第23条の９ （略） 第23条の９ （略） 

２ 第５条第３項及び第４項、第８条、第13条

の３から第15条の２まで並びに第23条の３の

規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適

用しない。 

２ 第13条の３から第15条の２まで及び第23条

の３の規定は、再任用職員には適用しない。 

３ （略） ３ （略） 

附 則 附 則 

１～12 （略） １～12 （略） 

13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が

60歳に達した日後における最初の４月１日

（附則第15項において「特定日」という。）

以後、当該職員に適用される給料表の給料月

額のうち、第５条第２項の規定により当該職

員の属する職務の級並びに同条第３項及び第

４項並びに第８条第２項及び第３項の規定に

より当該職員の受ける号給に応じた額に100

分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満

の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円

以上100円未満の端数を生じたときはこれを

100円に切り上げるものとする。）とする。 

14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用し

ない。 

(１) 臨時的任用職員その他の法律により任

期を定めて任用される職員及び常勤を要しな

い職員 
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(２) 令和５年旧地方公務員法第28条の２第

３項に掲げる条例で別に定める職員に相当す

る職員のうち規則で定める職員 

(３) 法第28条の５第１項又は第２項の規定

により法第28条の２第１項に規定する異動期

間（法第28条の５第１項又は第２項の規定に

より延長された期間を含む。）を延長された

法第28条の２第１項に規定する管理監督職を

占める職員 

(４) 法第28条の６第３項に規定する条例で

別に定める職員のうち、規則で定める職員 

(５) 法第28条の７第１項又は第２項の規定

により勤務している職員（法第28条の６第１

項に規定する定年退職日において前項の規定

が適用されていた職員を除く。） 

15 法第28条の２第４項に規定する他の職への

降任等をされた職員であって、当該他の職へ

の降任等をされた日（以下この項及び附則第

17項において「異動日」という。）の前日か

ら引き続き同一の給料表の適用を受ける職員

のうち、特定日に附則第13項の規定により当

該職員の受ける給料月額（以下この項におい

て「特定日給料月額」という。）が異動日の

前日に当該職員が受けていた給料月額に100

分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満

の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円

以上100円未満の端数を生じたときはこれを

100円に切り上げるものとする。以下この項に

おいて「基礎給料月額」という。）に達しな

いこととなる職員（規則で定める職員を除

く。）には、当分の間、特定日以後、附則第
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13項の規定により当該職員の受ける給料月額

のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との

差額に相当する額を給料として支給する。 

16 前項の規定による給料の額と当該給料を支

給される職員の受ける給料月額との合計額が

第５条第２項の規定により当該職員の属する

職務の級における最高の号給の給料月額を超

える場合における前項の規定の適用について

は、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」

とあるのは、「第５条第２項の規定により当

該職員の属する職務の級における最高の号給

の給料月額と当該職員の受ける給料月額」と

する。 

17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を

受ける職員（附則第13項の規定の適用を受け

る職員に限り、附則第15項に規定する職員を

除く。）であって、同項の規定による給料を

支給される職員との権衡上必要があると認め

られる職員には、当分の間、当該職員の受け

る給料月額のほか、規則で定めるところによ

り、前２項の規定に準じて算出した額を給料

として支給する。 

18 附則第15項又は前項の規定による給料を支

給される職員以外の附則第13項の規定の適用

を受ける職員であって、任用の事情を考慮し

て当該給料を支給される職員との権衡上必要

があると認められる職員には、当分の間、当

該職員の受ける給料月額のほか、規則で定め

るところにより、前３項の規定に準じて算出

した額を給料として支給する。 

19 附則第13項から前項までに定めるもののほ
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か、附則第13項の規定による給料月額、附則

第15項の規定による給料その他附則第13項か

ら前項までの規定の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

給料表 給料表 

ア 行政職給料表(１) ア 行政職給料表(１) 

職

員

の

区

分 

職

務

の

級

１

級 

２

級 

３

級 

４

級 

５

級 

６

級 

７

級 
職

員

の

区

分 

職

務

の

級

１

級 

２

級 

３

級 

４

級 

５

級 

６

級 

７

級 

号

給 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

号

給 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

１～125 （略） 

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員 

１～125 （略） 
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職

員 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

基

準

給

料

月

額

基

準

給

料

月

額

基

準

給

料

月

額

基

準

給

料

月

額

基

準

給

料

月

額

基

準

給

料

月

額

基

準

給

料

月

額

再

任

用

職

員 

187

,70

0

215

,20

0

255

,20

0

274

,60

0

289

,70

0

315

,10

0

356

,80

0

187

,70

0

215

,20

0

255

,20

0

274

,60

0

289

,70

0

315

,10

0

356

,80

0

給料表 給料表 

イ 医療職給料表(１) イ 医療職給料表(１) 

職

員

の

区

分 

職務

の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

職

員

の

区

分 

職務

の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

号給
給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額
号給

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額



改  正  後 改  正  前 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員 

１～97 （略） 

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員 

１～97 （略） 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

基準

給料

月額

基準

給料

月額

基準

給料

月額

基準

給料

月額

基準

給料

月額

再

任

用

職

員 

296,

200

338,

600

393,

000

466,

000

565,

900
296,

200

338,

600

393,

000

466,

000

565,

900



改  正  後 改  正  前 

ウ 医療職給料表(２) ウ 医療職給料表(２) 

職

員

の

区

分 

職務

の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

職

員

の

区

分 

職務

の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

号給
給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額
号給

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

外

の

職

員 

１～113 （略） 

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員 

１～113 （略） 

定

年

基準

給料

月額

基準

給料

月額

基準

給料

月額

基準

給料

月額

基準

給料

月額

再

任

188,

700

215,

300

243,

500

256,

900

282,

100



改  正  後 改  正  前 

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

188,

700

215,

300

243,

500

256,

900

282,

100

用

職

員 

エ 医療職給料表(３) エ 医療職給料表(３) 

職

員

の

区

分 

職務

の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

職

員

の

区

分 

職務

の級
１級 ２級 ３級 ４級 ５級

号給
給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額
号給

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

以

１～169 （略） 

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員 

１～169 （略） 



改  正  後 改  正  前 

外

の

職

員 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員 

基準

給料

月額

基準

給料

月額

基準

給料

月額

基準

給料

月額

基準

給料

月額

再

任

用

職

員 

235,

100

255,

400

262,

600

272,

800

289,

100

235,

100

255,

400

262,

600

272,

800

289,

100

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 改正後の下呂市職員の給与に関する条例（以下「新給与条例」という。）附則第13項から

第19項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号。以下「改正法」

という。）附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。 

第３条 改正法附則第９条第２項に規定する暫定再任用職員（以下「暫定再任用職員」という。）

（改正法による改正後の地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項に規定する短時

間勤務の職を占める暫定再任用職員（以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。）

を除く。以下この項、次項及び第５項において同じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が定

年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下呂市職員の給与に関する条例第

３条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、

同条例第５条第２項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 



２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第10条第１項に規定する育児短

時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」と

あるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第14条の規定に

基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を下呂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成16年下呂市条例第35号）第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

とする」とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時

間勤務職員であるものとした場合に適用される下呂市職員の給与に関する条例第３条第２項に規

定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第５条第

２項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、下呂市職員の

勤務時間、休暇等に関する条例第２条第３項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務

職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を

適用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条の４第３項の

規定を適用する。 

６ 新給与条例第23条の７第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の

同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項

第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公

務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附則第９条第２項に規定する暫定再任用職

員（次号において「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時間勤務

職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

７ 新給与条例第５条第３項及び第４項、第８条、第13条の３から第15条の２まで並びに第23条の

３の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

８ 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。 

（その他の経過措置の規則への委任） 

第４条 前２条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。 



                        【参考資料】

下呂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例要綱

１．改正理由

令和５年４月から、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63 号）が

施行され、地方公務員の定年が現行の 60 歳から段階的に 65 歳まで引き上げられるこ

とに伴い、当該条例の一部を改正するものです。

２．概要 

(１) 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額について定めます。

（第６条関係） 

(２) 再任用短時間勤務職員から定年前再任用短時間勤務職員に改めます。

（第 16 条、第 19 条関係）

(３) 再任用職員から定年前再任用短時間勤務職員に改めます。

（第 23 条の４、第 23 条の７、第 23 条の９関係）

(４) 60 歳到達後の最初の４月１日からの職員の月額給料は、60 歳到達時に受けた月

額給料に７割を乗じた額とします。 

（制定附則第 13 項関係） 

(５) 管理監督職勤務上限年齢制により管理監督職から他の職へ降任した職員の月額

給料は、降任後に適用される月額給料に７割を乗じた額に、降任前の管理監督職

時の給料月額に７割を乗じた額との差額を加えた額とします。 

（附則第 15 項関係） 

(６) 再任用職員から定年前再任用短時間勤務職員に改め、定年前再任用短時間勤務

職員の基準月額給料を定めます。 

（別表第１関係） 

(７) この条例は、令和５年４月１日から施行します。 

（附則第１条関係） 

(８) 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の月額給料等について定めます。 

（附則第３条関係） 




